
上牧町立上牧小学校水泳指導等委託業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１． 目的 

 この実施要領は、上牧町立上牧小学校水泳指導等委託業務（以下「本業務」という。）の

委託事業者の選定に当たり、公募型プロポーザルの実施方法等、必要な事項を定めるもので

す。 

２． 業務の概要 

（１） 業 務 名 上牧町立上牧小学校水泳指導等委託業務 

（２） 業務内容 別紙「上牧町立上牧小学校水泳指導等委託業務仕様書」のとおり 

（３） 業務期間 契約締結日から令和８年３月３１日まで 

（４） 事業費限度額 （各年度共通）金 ２，７５０，０００円 以内（消費税等を含む）  

３． 担当課 

 上牧町教育委員会事務局教育総務課（担当：日髙） 

（所在地）〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧 3350 

（ＴＥＬ）0745-76-2528（直通） 

（ＦＡＸ）0745-76-1199 

（Ｅ－Ｍａｉｌ）kyousou@town.kanmaki.lg.jp 

４． 参加資格要件 

当該公募型プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる条件をすべて満たす者とします。 

（１） 過去５年間において学校（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定す

る学校をいう。以下同じ。）での水泳指導の実績のある者、又はそれと同等と認めら

れる業務経験がある担当者を本業務において配置することができる者であること。 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項又は第２項の

規定に該当しない者であること。 

（３） 参加表明書等の提出期限の日から契約締結の日までの間に、上牧町建設工事等請負

契約に係る入札参加資格停止措置要綱の規定による入札参加資格停止等の処分を受

けていないこと。 

（４） 法人税、地方税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

（５） 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人・団体でないこと。 

（６） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされてい

ないこと。 

（７） 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づき破産開始の申し立てがなされていない

者及びその開始決定がなされていない者であること。 

（８） 自己または自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のアか

らキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。 

    ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７ 

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 
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イ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定 

  する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ  暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目 

的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

オ  暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又 

は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

カ  暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

キ  暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

※（４）から（８）については、連携協力企業等（参加する者と協力し、当該参加す 

る者の責任の下に本業務の一部を行う者）があるときは、当該連携協力企業等に 

おいても同様とする。 

（９） 実施対象校から、移動距離１０キロメートル以内（移動時間１５分以内）の位置に

水泳施設を有しており、休館日等を利用するなど、平日に貸し切りで施設を使用で

きること。 

５． 選定スケジュール 

項目 日程 

公募受付期間 
令和６年４月１０日（水）から 

令和６年４月１９日（金）まで 

質問の受付期間 
令和６年４月１０日（水）から 

令和６年４月１５日（月）まで 

質問への回答期限 令和６年４月１７日（水）まで 

参加表明書等の提出期限 令和６年４月１９日（金）午後５時まで 

企画提案書等の提出期限 令和６年４月３０日（火）午後５時まで 

審査（プレゼンテーション）

実施の通知 
令和６年５月１日（水） 

審査（プレゼンテーション） 令和６年５月９日（木）予定 

審査結果の通知 令和６年５月１０日（金）予定 

審査結果の公表 令和６年５月１０日（金）予定 

契約の締結 令和６年５月１３日（月）予定 

※ 上記日程に変更がある場合は、あらかじめ関係者に対して連絡します。 

６． 質問及び回答 

（１） 受付期間 

令和６年４月１０日（水）から令和６年４月１５日（月）まで 

（２） 提出方法 

様式４に必要事項を記入し、電子メールに添付して「３．担当課」へ提出してくださ

い。 

・標題は「プロポーザル審査に関する質問（事業者名）」としてください。 



・電子メール以外での質問（電話での問い合わせ等）については対応できません。 

（３） 回答 

（２）において、提出された質問事項をすべて取りまとめ、参加者すべてに「回答

書」を令和６年４月１７日（水）に電子メールにて送信します。 

７． 参加申込書類 

参加を希望する者は、下記により必要書類を提出してください。 

 様式 書類名 部数 提出期限 

１ 様式１ 参加表明書 １部 

４月１９日（金） 

２ 様式２ 会社概要書 １部 

３ 様式３ 類似業務受注実績書 １部 

４ 様式４ 質問書  

５ 様式５ プロポーザル審査結果通知書  

６ 任意様式 
業務経歴書類（業務実績の内容が確認で

きる契約書等の写し） 
１部 

７ 任意様式 財務諸表の写し（直近２か年分） １部 

８ 各様式 納税証明書（写し可） １部 

９ 各様式 登記簿謄本（写し可） １部 

１０ 各様式 法人番号の確認資料 １部 

１１ 任意様式 企画提案書 １０部 
４月３０日（火） 

１２ 任意様式 業務見積書 １０部 

※ 令和５・６年度上牧町指名競争入札参加資格者台帳に掲載されている場合は、７～１０ま

での書類は不要。 

８． 参加表明書等の提出 

（１） 提出期限 

令和６年４月１９日（金）午後５時まで  

（２） 提出先 

「３．担当課」 

（３） 提出物 

① 参加表明書【様式１】１部 

※ 代表者又は契約代理人名義で記名、押印してください。 

② 会社概要書【様式２】１部 

③ 類似業務受注実績書【様式３】１部（※１） 

④ 業務経歴書類【任意様式】１部 

⑤ 財務諸表・納税証明書・登記簿謄本・法人番号の確認資料【各様式】各１部（※２） 

（※１） 過去５年間の業務実績を記載してください。 

（※２） 令和５・６年度上牧町指名競争入札参加資格者台帳に掲載されている場合は不要。 

（４） 提出方法 

持参若しくは郵送による（なお、郵送の場合は、書留等の郵便局が 配達した事実の証

明が可能な方法により、期限までに必着） 



９． 企画提案書等の提出 

（１） 提出期限 

令和６年４月３０日（火） 

（２） 提出先 

「３．担当課」 

（３） 提出物 

提出物は以下のとおりとする。 

提出書類 留意事項 

企画提案書 

① 文字サイズは 10ポイント以上とする。 

② 本プロポーザルにおいて使用する用語は日本語、通貨は

日本円、単位は日本の標準時及び計量法（平成４年法律

第５１号）によるものとする。 

③ 企画提案書の様式は日本工業規格Ａ４（一部Ａ３版資料

折込使用可）とする。 

④ 企画提案書は、専門的な知識を持たない者でも理解でき

るよう、図やイラスト等を用いたわかりやすい表現を心

がける。 

⑤ 企画提案書の提出部数は１者につき９部（正本１部、副

本８部）とする。 

⑥ 「９．（５）企画提案書記載事項」に示す構成及び順序と

する。 

見積書 

① 金額は消費税及び地方消費税を除いた価格並びに税込み

価格を記載する。 

② 見積書には以下の項目について年間の経費を積算する。 

・ 水泳指導料（施設使用料を含む） 

・ 児童送迎料（バスの借上、引率者含む） 

・ 事務費（資料作成費、連絡調整費、研修費等を

含む） 

③ 提案金額は、委託期間中の本業務にかかる費用の見込み

額とする。 

④ 見積書の提出部数は、１者につき９部（正本１部、副本

８部）とし、正本には称号又は名称及び代表者名を記入

し、代表者印を押印する。 

（４） 提出方法 

持参若しくは郵送による（なお、郵送の場合は、書留等の郵便局が 配達した事実の証

明が可能な方法により、期限までに必着） 

（５） 企画提案書記載事項 

① 業務実施体制等 

・ 業務実施体制 



業務の実施に係る体制及び受注者が実施する業務を明確にするため、学校と受

注者の役割分担について記載する。 

・ 業務実施責任者・実務担当者一覧表 

業務実施責任者及び実務担当者の業務実績を記載する。 

② 実施計画・実績等 

下記の項目について、具体的な提案をする。 

・ 事業の実施計画 

a 水泳指導業務に関して 

b 実施スケジュール（案） 

c 泳力アンケート（案）【班分け資料】 

d 損害賠償 

e 従業員の教育・研修体制・勤務評価 

f その他、企業として伝えたいこと 

・ 業務の実施実績 

a 事業実施の能力・実施実績（実績がある場合に記入） 

b 事業責任者・実務担当者の知識・経験・資格等 

c 事業費の積算 

※ この提案書記載の提案内容はそのまま採用するものではなく、双方協議のうえ決定する。 

１０． 審査実施の通知 

参加表明書等の提出により、参加の意思について確認できた参加者へ審査（プレゼンテ 

ーション）の日時及び場所を令和６年５月１日（水）に電子メールで通知します。 

１１． プレゼンテーション 

次のとおりプレゼンテーションを実施します。（プレゼンテーションに参加されない場 

合は辞退したものとみなします） 

 

項目 注意事項等 

実施年月日 
令和６年５月９日（木） 

時間は、プレゼンテーション開催通知で指定します。 

場所 上牧町役場 ２階 第３会議室 

内容 

提出していただいた企画書等の内容について上記審査項目に沿

って２０分以内で説明してください。プレゼンテーションで使用

するプロジェクター及びスクリーンは上牧町が用意します。説明

の後、審査員からの質問に対し簡潔に回答することとし、質問時

間は１０分間とします。 

説明者 

原則として、契約締結後に業務責任者となる予定の方が説明及び

回答を行うこととします。なお、会場に入室できるのは、３名以内

とします。 

 

１２． 審査結果の通知 



企画提案書等提出書類審査及びプレゼンテーション・ヒアリングを行い審査合計点数の 

総計が最高得点を得た者を契約の委託候補者として、２番目に高い点の者を次点者として 

特定します。 

企画提案書提出者が２者に満たない場合、提案者が応募資格を満たしていれば審査を行 

うものとし、すべての評価項目において各委員の評価の合計が配点の６割以上であるとき 

は、その提案者を委託候補者として特定します。 

なお、最高得点を取得した者が２者以上ある場合は、審査員の投票により決定し、選考 

の結果については、「プロポーザル審査結果通知書【様式５】」により担当者に通知しま 

す。    

１３． 審査結果の公表 

採点結果については、上牧町ホームページにて公表します。 

１４． 契約書の締結 

契約候補者を相手方として、契約の締結をします。 

１５． 審査方法 

（１）評価の方法 

   提案の内容から採点します。 

（２）配点 

   各評価項目の最高配点は下記のとおりとします。ただし、提案内容によって減 

   点します。 

審査項目 点数（計２００点） 

業務実績 業務実績 １０ 

配置予定従事者 
配置予定従事者の資格保有状況 ２０ 

配置予定従事者の業務実績 １０ 

研修体制 

研修実施状況及び実施予定 ２０ 

業務履行確保のための研修の実

施計画 
１０ 

業務実施方法の妥

当性 

業務理解度・安全管理 ２０ 

水泳授業提案 ２０ 

支援を要する児童への合理的配

慮 
１０ 

移動手段の確保 １０ 

業務計画の妥当性 
年間指導スケジュール ２０ 

見積金額・積算の妥当性 ２０ 

プレゼンテーショ

ン 

信頼性 ２０ 

取組姿勢 １０ 

   

１６． その他留意事項 



（１） プロポーザルに参加する費用は、すべて参加者の負担とします。 

（２） 提出書類等で用いる言語は日本語、通貨は日本円とします。 

（３） 提出後の企画提案書等の修正又は変更はできません。ただし、やむを得ない理由に

より修正又は変更が生じた場合で、上牧町が承諾したものについてはこの限りであり

ません。 

（４） 提出書類の著作権は、プロポーザルの参加者に帰属します。ただし、上牧町が 

本案件のプロポーザルに関する報告、公表等のために必要な場合は、プロポーザ 

ル参加者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとします。 

（５） 提出された提案書等の一切の書類は返却しません。 

（６） 審査終了後希望があれば、希望者の所属する提案団体の合計点に限り公開しま 

す。なお、審査経過に関する質問等には一切回答しません。 

 


